
職員に関する調書

 (1)園長

園長の資格

有 無

① □ □

② □ □

③
□ □

④ □ □

⑤ □ □

⑥ □ □

⑦ □ □

⑧ □ □

⑨
□ □

⑩ □ □

⑪ □ □

※①、②は必須条件、③～⑪はいずれか一つを満たすこと。

※①、②及び③～⑪と「同等の資質」を有すると判断する場合は、設置者（代表者印）によるを添付すること。

 (2)副園長、教頭

副園長、教頭の資格（園長の資格を準用する）

有 無

① □ □

② □ □

③
□ □

④ □ □

⑤ □ □

⑥ □ □

⑦ □ □

⑧ □ □

⑨
□ □

⑩ □ □

⑪ □ □

※①、②は必須条件、③～⑪はいずれか一つを満たすこと。

※①、②及び③～⑪と「同等の資質」を有すると判断する場合は、設置者（代表者印）によるを添付すること。

外国の官公庁における⑩に準ずる職

少年院又は児童自立支援施設において教育を担当する職

教育事務又は教育を担当する国家公務員、地方公務員の職

外国の官公庁における⑥に準ずる職

児童福祉施設の長、児童の保育に直接従事する職員、事務職員の職

家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問方保育事業、事業所内保育事業の管理者、児童の保育に直接従事する職
員、事務職員の職

児童福祉を担当する国家公務員、地方公務員の職

資　格　要　件

教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状（幼稚園教諭免許状）

児童福祉法第１８条の１８第１項の登録（保育士資格）

　以下に掲げる職に５年以上従事した経験があるか

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校の校長、教員、事務職員、
学校栄養職員の職等

在外教育施設、外国の学校における③に準ずる職

外国の官公庁における⑩に準ずる職

氏名 氏名フリガナ 年齢 現職

少年院又は児童自立支援施設において教育を担当する職

教育事務又は教育を担当する国家公務員、地方公務員の職

外国の官公庁における⑥に準ずる職

児童福祉施設の長、児童の保育に直接従事する職員、事務職員の職

家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問方保育事業、事業所内保育事業の管理者、児童の保育に直接従事する職
員、事務職員の職

児童福祉を担当する国家公務員、地方公務員の職

資　格　要　件

教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状（幼稚園教諭免許状）

児童福祉法第１８条の１８第１項の登録（保育士資格）

　以下に掲げる職に５年以上従事した経験があるか

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校の校長、教員、事務職員、
学校栄養職員の職等

在外教育施設、外国の学校における③に準ずる職

氏名 氏名フリガナ 年齢 現職


